
Ｇ１-１ 「確かな学力」の向上を図ります

Ｇ１-２ 健やかな心と体を育成します

Ｇ１-３ 家庭・学校・地域の連携による教育の充実を図ります

Ｇ１-４ 安全・安心に学べる教育環境を整備します

Ｇ２-１ 学びの場と機会の充実を図ります

Ｇ２-２ 能力や経験が社会に活かされる仕組みをつくります

Ｇ３-１
スポーツ・レクリエーションをする場と機会の充実を
図ります

Ｇ３-２ スポーツをみる機会の創出と競技者の支援を図ります

Ｇ４-１ 芸術文化に触れる機会を創出します

Ｇ４-２ 市民の自主的な芸術文化活動の活性化を図ります

Ｇ２
だれもが生涯を通じていきいきと学
べる社会をつくります

Ｇ３
スポーツ・レクリエーションの振興
を図ります

Ｇ４
芸術文化あふれる暮らしを創出しま
す

まちづくりの方針

Ｇ
私たちは「未来を創る人を育み、だれもが学び、楽しみ続けられるまち」をめざ
します

基本施策 個別施策

Ｇ１
長崎のまちを愛し、新たな時代を生
き抜く子どもを育みます
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対　象

子どもが

事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

子どもが
自ら学び、自ら考え、判断して主体的に行動できる「確かな学
力」を身に付けている。

教育ＩＣＴ推進事業

〇Ｓｏｃｉｅｔｙ5.0時代を生き抜く子どもたちに必要な情報活用能力及び主体
的・協働的な課題解決能力育成のため、ＩＣＴ環境の整備や教職員への支援等を
行う。
　・ＩＣＴ機器及び教材等の整備（ＰＣの更新、各種アプリケーション、デ
　　ジタル教科書等）
　・通信環境の改善及びクラウド型フィルタリングの運用
　・ＩＣＴ支援員等業務委託及び次世代校務ＤＸの導入、
　　研修会の実施等による教職員の支援
　・モバイルルーター通信費の支給
　・ＡＩ型ドリル教材の利活用推進
　・教育委員会から保護者への直接連絡機能の運用

基本施策 Ｇ１ 長崎のまちを愛し、新たな時代を生き抜く子どもを育みます

2025年度にめざす姿

意　図

長崎のまちを愛する気持ちを持ち、変化に対応しながら、新たな
時代を強く生き抜く力を身に付けている。

取組方針 1 学力向上にかかる学校訪問指導や研修会の実施

取組方針 2 ＩＣＴ機器の効果的な活用

学力向上推進事業

〇長崎市の子どもたちの学力を向上させるため、研修や研究指定を行う。令和６
年度から「学力向上アドバイザー」（１名）を配置し、学校訪問指導等を充実さ
せ、児童生徒一人一人の学力向上を図る。
〇全小・中学校に対して小３・４、中１で標準学力調査を、中２で英検ＩＢＡを
実施する。
〇全国標準による結果分析を基にして有効な手立てを明らかにし、個々の児童生
徒に応じたわかる授業づくりを推進する。
　・平成25年度～：小４（国語・算数）・中１（国語・数学）
　・平成26年度～：小３（国語・算数）・中２（英語）
　・平成30年度～：中２（英語）英検ＩＢＡ
　　※中２（英語）標準学力検査は中止
　・令和３年度～：小３（国語・算数）・小４（国語・算数）・中１（国語・
                          数学）※１学期実施に変更【学校教育課】

教職員等研究研修事業

個別施策 Ｇ１－１ 「確かな学力」の向上を図ります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

【教育研究所】

取組方針 3 国際理解教育の充実

重点プロ
ジェクト

少子化対策

少子化対策

【学校教育課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

教員業務支援員配置事業
〇教師がより児童生徒への指導や教材研究等に注力できるよう、データの入力・
集計や各種資料の整理、行事や式典等の準備等をサポートする教員業務支援員
（スクール・サポート・スタッフ）を配置する。【学務課】

〇教職員として求められる人間性や専門性等の資質の向上を図るため、在職年数
に応じた研修や管理職研修とともに、各種講習会や研修会を開催する。

主要事業名
【所管課】

事業概要

主要事業名
【所管課】

事業概要

国際理解教育推進事業

〇国際化が進むこれからの時代にふさわしく、自ら進んで外国人と交流しようと
する国際感覚豊かな子どもを育成するため、外国語指導助手（ＡＬＴ）や小学校
英語インストラクター（ＥＥＩ）を有効に活用し、国際理解教育の推進を図る。
　・ＡＬＴ36人の配置、市立全小・中学校への派遣
　・ＥＥＩ14人の配置、小学校54校への派遣
　・国際交流イベントや英語スピーチコンテストの開催
　・英語寺子屋事業（希望する中学生への個別指導等）の実施
　・訪日旅行団との交流活動
　・中学生平和Ｅｎｇｌｉｓｈ リーダー育成事業
　・ＡＩの活用による英語教育強化事業（中学校）【学校教育課】
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事業年度

7

事業年度

7
主要事業名
【所管課】

取組方針 4 長崎寺子屋事業の充実

事業概要

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

取組方針 5 就学援助の実施

【学務課】

高校生等入学給付金 〇経済的理由により修学困難な世帯を対象に、一時的に多額の費用が必要となる
高校入学準備の負担軽減のため、入学給付金の給付を行う。

【学務課】

離島高校生修学支援費補助
金

〇高等学校が設置されていない離島である池島及び高島から県内の高等学校に進
学した高校生を対象に、保護者の経済的な負担軽減を図るため、通学費もしくは
住居費及び帰省費の一部を補助する。
　＜対象者＞
　・池島町又は高島町に住所を有する者で、本土の高等学校等に公共交通機
　　関を利用して通学している者
　・県内の高等学校等に通学するため、自宅がある池島町又は高島町を離
　　れ、県内の民間アパートや寄宿舎等の自宅外に居住している者

要保護及び準要保護児童生
徒就学援助事業

〇経済的理由によって就学困難な児童生徒の保護者に学用品費、修学旅行費、給
食費および学校の指示により治療を受けた場合の医療費などを援助し、義務教育
の円滑な実施を図る。

【学務課】

特別支援教育就学奨励事業
＜※再掲：Ｇ１-２＞ 〇特別支援学級の児童生徒の保護者に対して経済的負担を軽減するため、その負

担能力（世帯の所得）に応じて、学用品費、修学旅行費、給食費等、就学に要す
る所要の経費を補助する。【学務課】

長崎寺子屋事業
＜※再掲：Ｇ１-３＞

〇子どもたちの基礎学力や学習習慣の確実な定着を目指し、小学校において通常
学習時や放課後（土曜日を含む）、長期休業中を利用して、地域人材や教員志望
の大学生等を活用した学習支援活動を実施する。【学校教育課】

主要事業名
【所管課】

事業概要
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事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

中学校部活動地域移行・地
域連携

〇休日部活動の地域移行を推進するため、関係機関との連絡調整・指導助言を行
う総括コーディネーターを配置するとともに、教職員の部活動に係る負担軽減並
びに休日部活動の地域移行に伴う指導者不足の解消を図るため、部活動指導員を
配置し、学校部活動から地域クラブ活動へ平日・休日とも完全に移行した団体に
所属する中学生へ活動費を補助する。【地域クラブ活動推進室】

平和教育推進事業

〇原爆被爆都市として、学校教育の中で被爆体験を継承し、平和の大切さを自ら
発信しようとする児童生徒を育てる。
〇市内全小中学校において、被爆体験講話を実施する。平和教育担当者研修会、
平和教育講演会等を開催する。
〇全中学校に対し原爆被爆パネル展を実施する。
〇市立小・中学校３校を平和教育実践協力校として指定し、「平和教育手引書」
に基づいた新しい平和教育の浸透と、授業実践を通した検証を行う。

【学校教育課】

取組方針 3 体力向上の取組み

学校図書館司書配置事業 〇原則、市内全中学校区に一人の学校図書館司書を配置し、学校間や市立図書館
等の公共施設との連携を図りながら、児童生徒の読書活動の支援、学校図書館を
活用した調べ学習や教科の学習を支援する。

【学校教育課】

学校体育行事開催費 〇小・中学校児童生徒の体育を振興し、体位体力の向上を図るとともにスポーツ
精神のかん養を図るため、小学校体育大会及び中学校総合体育大会開催に要する
費用を負担する。【学校教育課】

学校体育大会開催費補助金 〇中学校生徒の体育を振興し、体位体力の向上を図るとともにスポーツ精神のか
ん養を図るため、市内で大会を開催する学校体育行事に要する費用の一部を補助
する。

学校体育選手派遣費補助金

【学校給食センター整備
室】

少子化対策

取組方針 1 新しい平和教育の推進

個別施策 Ｇ１－２ 健やかな心と体を育成します

2025年度にめざす姿

対　象

子どもが

【学校教育課】

〇中学校生徒の課外クラブ（運動部部活動）の振興を図り、生徒の体力の向上や
健全育成に寄与し、学校体育の充実を図るため、選手派遣費として補助金を支出
する。

長崎市学校保健会補助金 〇学校保健・安全及び給食に関する指導の充実を図るため、三師会や保健所、地
域社会、学校が一体となって保健衛生の進展のための費用を助成する。

学校給食施設整備事業

【学校教育課】

〇平成31年４月から公会計方式へ移行したことに伴い、市が主体となり学校給食
費を徴収し、また食材等を購入し学校給食を提供する。
〇食材価格の物価高騰分について公費負担を行い、学校給食費の保護者負担額を
据え置く。【学校給食課】

【学校教育課】

給食食材等調達事業

〇学校給食の課題に対応するため、既存の学校給食施設の集約化を図り、市内３
か所に学校給食センターを建設する。
　・令和５年度：中部・南部の学校給食センターの優先交渉権者の決定、事
　　　　　　　　業契約締結、中部の学校給食センターの設計
　・令和６～７年度：中部・南部の学校給食センターの設計、建設

主要事業名
【所管課】

事業概要

主要事業名
【所管課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

事業概要

取組方針 2 読書活動の推進

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

意　図

長崎を愛し、やさしく、たくましく生きるための豊かな心や体
力を身に付けている。
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事業年度

7

7

事業年度

7

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト

【学校教育課】

教職員等研究研修事業

取組方針 6

重点プロ
ジェクト

観光産業人材育成事業

〇人口減少が進むなかにあって、将来の観光産業を支える人材を育成（長崎のま
ちを支える担い手の育成）し、地域の活性化を図るため、観光教育の一環として
日本観光振興協会が実施する「観光教育出前授業」を活用し、長崎の魅力発見に
より長崎を愛する心（シビックプライド）を醸成し、長崎の未来について考え
る。
・観光教育出前授業の実施
　日本観光振興協会作成の観光副読本や長崎の観光ガイドブック等を使用
　し、児童生徒によるグループワークを行い、地域の観光資源を考え、長崎
　の魅力の発見と発信につなげる。
　（１）対象学年　小学５・６年生、中学生
　（２）開催時期　１学期又は２学期（授業時数２時間）
　（３）実施校数　毎年３校程度

取組方針 4

【観光政策課】

事業概要

〇長崎の小中学生が、さまざまな分野で活躍している人材との出会いや交流体
験、職業に関わる体験などの活動をとおして、自らの生き方や将来の職業生活に
ついて考えを深め、社会的、職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしな
がら自分らしい生き方を実現させようという心を育成する。
〇長崎市内全ての小学校５年生、６年生を対象に、長崎の「未来のまちづくり」
について考える学習を教育課程の中に位置づけ、まちづくりの担い手としての当
事者意識を持たせる。
　10月下旬～11月上旬に「『まちづくり』アイデアコンテスト発表会」を、１月
に「『まちづくり』アイデアコンテスト作品展」を実施する。
〇長崎市内中学生の主権者としての意識や政治参画の意識を高めること、安心し
て過ごせる学校や地域づくりに貢献する態度を育てることをねらいとし、長崎市
中学生議会を実施する。
〇長崎版キャリア教育「未来（ミラ）クル！！長崎プライド育成プログラム」に
おいて、小中高校生を対象に長崎スタジアムシティの見学ツアーに加え、そこで
従事する職員の講話を聴くことで、自らの生き方や将来の職業生活について考え
を深める取組みを行う。【学校教育課】

宿泊体験推進事業

キャリア教育推進事業

主要事業名
【所管課】

少子化対策

〇豊かな人間性、社会性や郷土愛を育むために、全市立小学校の５年生が日吉自
然の家で集団宿泊活動や農業・水産業・ペーロン・トレッキング、恐竜博物館見
学など長崎ならではの体験活動を行う。【学校教育課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

取組方針 5 人権教育の推進

特別支援教育充実事業

〇特別支援教育の充実、発展に資するため、特別支援学級及び障害のある児童生
徒が在籍する通常学級の円滑な運営を支援するとともに、障害についての理解促
進のための啓発活動等を行う。
　・特別支援教育支援員の配置
　・専門家による学校への巡回相談の実施
　・就学前からの切れ目ない支援のための早期支援コーディネーターの配置
　・長崎市教育支援委員会の実施
　・特別支援教育に関する研修会の実施
　・特別支援学級交流活動等の開催【教育研究所】

主要事業名
【所管課】

事業概要

特別支援教育就学奨励事業
＜※再掲：Ｇ１-１＞

〇特別支援学級の児童生徒の保護者に対して経済的負担を軽減するため、その負
担能力（世帯の所得）に応じて、学用品費、修学旅行費、給食費等、就学に要す
る所要の経費を補助する。【学務課】

特別支援教育の推進

〇毎年開催される長崎市人権教育研究会との主催事業「長崎市人権教育研究大
会」において、今日的な人権課題の講演会を行ったり、長崎市教育委員会より研
究指定を受けた学校に「人権教育」をテーマとした実践発表を行ったりしなが
ら、現場の教職員の資質向上をめざす。

経済再生

キャリア教育の推進
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取組方針 7 不登校対策の充実

教育相談事業

〇不登校児童生徒及び保護者の来所・電話による教育相談を実施し、学校と連携
しながら解決を図るとともに、不登校児童生徒への継続的な個別支援を行い、学
校復帰をはじめとした社会的自立に向けた一助となる。
　また、スクールソーシャルワーカー活用事業の潤滑な運営及び家庭環境等に課
題を抱える児童生徒への質の高い支援に向けた助言を行う。
　・「不登校」についての来所・電話による教育相談及び個別指導の実施
　・教育相談員の配置
　・スクールソーシャルワーカーの配置

少子化対策

【教育研究所】

不登校対策事業

【教育研究所】

学びの多様化学校推進事業

【教育研究所・学校施設
課】

少子化対策

少子化対策

〇不登校児童生徒に対して、個別及び小集団による相談指導を行うことにより、
学校復帰をはじめとした社会的自立を目指し、集団生活への適応能力の回復・育
成を図る。また、不登校児童生徒に適切に対応できるよう、教職員に対する教育
相談に関する研修、保護者に対して専門相談員による相談会を実施する。
　・長崎市学びの支援センター「ひかり」の運営
　・不登校等カウンセリング事業の実施
　・校内別室支援員の配置

〇不登校児童生徒の学びの機会を保障し、社会性の育成を図るため、特別の教育
課程を編成した「学びの多様化学校」の令和８年４月の開設に向けた準備を進め
る。また、自宅から出られず、学校や関係機関からの支援を定期的に受けられな
い児童生徒に対し、メタバース空間による学びや交流の場を提供し、スクールカ
ウンセラーによる個別相談等の支援の充実を図る。
　・「学びの多様化学校」に係る開校準備
　・メタバース登校の運用
〇「学びの多様化学校」本校を長崎市立桜馬場中学校とし、分教室を長崎市民会
館２階に設置する。
　・建具、内装改修、生徒の安全安心の確保のためのセキュリティ対策、
　　学校への用途変更にあたり必要となる建築基準法等関係法令に適合
　　するための改修
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事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

事業年度

7

家庭教育充実事業

幼保小連携推進事業
〇幼児期の教育と小学校の教育の円滑な接続の推進に向け、子どもたちの育ちや
学びを連続的に捉えるため、幼稚園・保育所・認定こども園・小学校が連携して
相互理解や交流を行う。
　・「手引書」及び「リーフレット」の活用、関係研修会の実施
　・「あ・は・は運動」の推進・充実【学校教育課】

重点プロ
ジェクト

子ども会等育成推進事業 〇長崎市子ども会育成連合会及び長崎市青少年育成連絡協議会と連携してこども
の活動の支援を行う。

【こどもみらい課】

学校運営協議会（コミュニ
ティ・スクール）事業

取組方針 2 学校と地域の連携の推進

事業概要

〇家庭教育力の向上を図るため、ファミリープログラムを取り入れた子育て講座
を充実する。
〇インターネット上の有害情報や危険性から子どもを守るため、長崎市ＰＴＡ連
合会と連携して、スマートフォン等の情報端末機の使い方のルールを定着させ
る。【生涯学習企画課】

重点プロ
ジェクト

取組方針 3 学校と家庭の連携の推進

取組方針 4 幼保小連携の推進

主要事業名
【所管課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｇ１－３ 家庭・学校・地域の連携による教育の充実を図ります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

子どもが 家庭、学校、地域の連携によって健やかに育っている。

【学校教育課】

長崎寺子屋事業
＜※再掲：Ｇ１-１＞

〇子どもたちの基礎学力や学習習慣の確実な定着を目指し、小学校において通常
学習時や放課後（土曜日を含む）、長期休業中を利用して、地域人材や教員志望
の大学生等を活用した学習支援活動を実施する。

【学校教育課】

〇学校長が作成する学校運営の基本方針の承認を行う。
〇学校運営について、合議体として教育委員会に意見の申出を行う。

主要事業名
【所管課】

事業概要

心の教育充実推進事業

〇放課後や授業での外部人材による児童生徒の学力向上や各学校で必要な支援の
充実を図るため、学校サポーターや大学生による支援を行う。
〇学校と地域の連携を図るため、道徳の授業を中心とした学校公開を行う。
〇中学校におけるいじめ・不登校・問題行動等の未然防止や早期発見・早期対応
を目的として、生徒とその保護者を対象とした学校相談員を配置したり、スクー
ルカウンセラーの派遣を行ったりするなど、教育相談体制の充実を図る。【学校教育課】

青少年健全育成活動費補助
金 〇青少年の健全育成のため、各地域で活動に取り組む青少年育成協議会に対し支

援を行う。

主要事業名
【所管課】

事業概要

【こどもみらい課】

取組方針 1 青少年育成協議会における事業の活性化

重点プロ
ジェクト

重点プロ
ジェクト
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事業年度
7

事業年度

7

個別施策

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

主要事業名
【所管課】

事業概要

【学校施設課】

西浦上小校舎等改築

〇西浦上小学校は、最も古い校舎が昭和29年に建築され、屋内運動場やプールに
ついても老朽化が進んでいることから、早期に施設全体の再整備を行い、教育環
境の改善を図る。
　・令和４～５年度：既存校舎解体
　・令和５～６年度：新校舎建設（令和７年４月供用開始）
　・令和７～８年度：既存屋内運動場解体
　・令和８～９年度：運動場整備（令和９年７月供用開始予定）

〇小島小学校は、最も古い校舎が昭和５年に建築され老朽化が著しいこと、ま
た、屋内運動場やプールについても老朽化が進んでいることから、早期に施設全
体の再整備を行い、教育環境の改善を図る。
　・令和４～６年度：既存校舎解体ほか
　・令和６～８年度：新校舎建設（令和９年１月供用開始予定）
　・令和９～10年度：既存屋内運動場解体ほか
　・令和10年度　　：運動場一部整備
　・令和10～12年度：取付道路整備
　・令和12～13年度：運動場整備（令和13年６月全面供用開始予定）

西町小校舎等改築

〇西町小学校は、最も古い校舎が昭和31年に建築され、屋内運動場についても老
朽化が進んでいることから、早期に施設全体の再整備を行い、教育環境の改善を
図る。
　・令和３～５年度：基本実施設計、敷地等測量設計ほか
　・令和５～７年度：新校舎建設（令和８年１月供用開始予定）
　・令和７～８年度：既存校舎解体
　・令和９年度      ：既存屋内運動場解体
   ・令和９～10年度：運動場整備（令和10年９月供用開始予定）

【学校施設課】

【学校施設課】

高尾小校舎等改築

〇高尾小学校は、最も古い校舎が昭和33年に建築され、プールについても老朽化
が進んでいることから、早期に施設全体の再整備を行い、教育環境の改善を図
る。
　・令和５～６年度　　：登記測量、土質調査、敷地測量調査
　・令和７年度　　　　：石綿含有調査
　・令和７～９年度  　 ：基本実施設計ほか
　・令和10年度以降　  ：新校舎建設
　・令和14年度以降     ：運動場整備

【学校施設課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

Ｇ１－４

大規模改造事業 〇教育環境の改善を図るため、経年による学校建物内外の消耗・機能低下部分に
ついて全面的に改造工事を行う。
　・対象：建築後20年以上

取組方針 1 安全・安心な教育環境の確保

【学校施設課】

小島小校舎等改築

重点プロ
ジェクト

通学対策事業 ○公共交通機関等を利用して通学する児童生徒で、小学校で２ｋｍ以上、中学校
で３ｋｍ以上を通学する場合に、保護者の負担軽減のため通学費の補助を実施す
るとともに、要件を満たす場合にスクール専用交通を運行する。

【学務課・適正配置推進
室】

小中学校適正配置推進事業

〇次代を担う子どもたちの教育環境を整えるため、平成29年に策定した長崎市立
小学校・中学校における規模の適正化と適正配置の基本方針に基づき、学校の小
規模化や施設の老朽化を踏まえ、学校規模の適正化と適正配置が必要となる学校
について、関係する保護者や地域住民を対象に説明会や意見交換会を実施し、学
校統合に向けた機運醸成を図る。【適正配置推進室】

琴海中校舎等改築

〇琴海中学校は、最も古い校舎が昭和40年に建築され、プールや武道場について
も老朽化が進んでいることから、早期に施設全体の再整備を行い、教育環境の改
善を図る。
　・令和４～６年度　：基本実施設計、敷地等測量設計、仮設校舎建設
　・令和６～７年度　：既存校舎解体
　・令和７～９年度　：新校舎建設（令和９年９月供用開始予定）
　・令和９～10年度  ：運動場整備（令和11年１月供用開始予定）【学校施設課】

取組方針 2 学校規模の適正化と適正配置の推進

小中学校水泳授業における
民間プール等活用事業

【学校教育課】

〇学校プール施設の老朽化を踏まえ、小中学校水泳授業の民間プール等の活用を
令和５年度から本格実施し、令和６年度以降も継続実施する。
〈令和６年度実施校〉
小学校25校、中学校６校　※小中併設校は小学校に算入

重点プロ
ジェクト

子どもが 安全・安心な環境で学んでいる。

安全・安心に学べる教育環境を整備します

121



対　象

市民が

事業年度
7

〇科学に関する知識の普及及び科学教育の振興を図ることを目的とし、指定管
理者による施設の管理運営を行っている。民間のノウハウを活かした広報活動
やイベント（特別展・企画展、科学教室、スターシップフェスタ 等）を実施す
る。【生涯学習施設課】

少子化対策

基本施策 Ｇ２ だれもが生涯を通じていきいきと学べる社会をつくります

2025年度にめざす姿

意　図

自ら学ぶとともに、学びを通して仲間づくり、地域づくりを
行っている。

取組方針 1 市民の学習機会の充実

個別施策 Ｇ２－１ 学びの場と機会の充実を図ります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

市民が
様々な場所で集い、交流するとともに、ライフステージに応
じた学習プログラムや現代的課題・地域課題などを学んでい
る。

〇市民の知る権利を保障し、教育や文化の発展を支え、生涯学習の振興を図る
ことを目的とし、指定管理者による施設の管理運営を行っている。民間のノウ
ハウや専門性を活かした広報活動やイベント（おはなし会、講演会、講座、展
示等）を実施する。
〇市立図書館を中心とし、香焼図書館及び各公民館等の図書室（56室）をつな
ぐ図書館情報システムにより、市内全域で図書館サービスを展開する。

主要事業名
【所管課】

事業概要
重点プロ
ジェクト

【生涯学習施設課】

市立図書館運営事業

親と子の絵本のある暮らし
の推進事業

〇多世代が気軽に立ち寄れる公民館の場づくりの第一弾として、公民館の利用
が少ない乳幼児を持つ親達の利用促進を図るため、絵本や児童書を活用した講
座を実施する。【生涯学習企画課】

日吉自然の家運営事業
〇豊かな自然の中で少年の健全な育成を図るとともに、自然に親しむ機会を提
供することにより市民の生涯学習の振興を図ることを目的とし、指定管理者に
よる施設の管理運営を行っている。民間のノウハウを活かした広報活動やイベ
ント（キャンプ、野外活動、山歩き、自然観察等）を実施する。

最新テクノロジーに触れる
場の創出事業

〇デジタルに興味を持つ子どもたちのニーズを充足し、学びの場として魅力を
実感してもらうため、子どもたちに最新テクノロジー（ＶＲ・ＡＲや３Ｄプリ
ンタ、プログラミングなど）に触れられる場を提供する。【ＤＸ推進課】

【生涯学習施設課】

科学館運営事業

【生涯学習施設課】

恐竜博物館運営事業
〇市民の学びの拠点となる博物館を目指し、博物館の管理運営は指定管理者に
より行い、民間のノウハウによる広報活動、イベント、企画展及び教育養成講
座等を実施する。なお、高い専門性を有し、継続性が求められる博物館資料の
収集及び調査研究については、市の直営業務として行う。【生涯学習施設課】

図書館を使った調べる学習
コンクール事業

〇調べる学習を通じて、児童・生徒等が自ら考え、判断し、表現する力を育む
とともに、図書施設の役割を認識し、利用促進につなげるため、「図書館を
使った調べる学習コンクール」を開催する。

恐竜化石等研究調査事業 〇福井県立恐竜博物館との共同研究事業として、毎年１～２週間程度の発掘調
査を行い、剖出（周囲の砂岩等を取り除く作業）・鑑定したのち恐竜博物館に
おいて保存、展示する。【生涯学習施設課】
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事業年度
7

主要事業名
【所管課】

事業概要

経済再生

游学都市・ながさき推進事
業

若者交流施設整備事業 〇長崎スタジアムシティ前の高架下において、立地条件や市民及び若者の楽し
みに関するニーズ等を踏まえ、「若者が楽しむことができる場」を創出する。【都市経営室】

「長崎×若者」推進事業
〇「若者が楽しめ、活躍できるまち」とするため、「若者がチャレンジできる
場」の創出に取り組む。
　・ながさき若者会議の定着に向けた取組み
（挑戦・交流・学びの場の継続した提供）【都市経営室】

若者交流施設運営事業 〇長崎スタジアムシティ前の高架下広場の周知や活用に向けた機運を醸成する
とともに、広場の管理運営を行う。

経済再生
【都市経営室】

〇長崎地域の大学と連携し、長崎のまち全体が貴重な学びの場となるような游
学の地づくりを行う。
　・学生のボランティア活動を支援する学生地域連携活動支援事業
　　「游学のまちｄｅやってみゅーで“Ｕ-サポ”」の実施【官民連携推進室】

重点プロ
ジェクト

学生・若者への体験活動支援取組方針 2
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事業年度

7
主要事業名
【所管課】

事業概要

個別施策 Ｇ２－２ 能力や経験が社会に活かされる仕組みをつくります

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

市民が
学びを通して習得した能力や経験を、地域の学習活動等に活
かしている。

〇講座や仕事などで習得した知識や経験、技能を有する人材情報の集約に努
め、公民館での講師経験者等、個人の自発的な意思によって学習活動等の支援
を希望する個人または団体の情報について、「長崎県まなびネット」と連携
し、登録した人材をＷＥＢ上で公開することで広く人材の活用を図る。

取組方針 1 学習活動ボランティアへの活動機会の提供

図書ボランティアの活用 〇ボランティア活動を通じて地域社会へ貢献しようとする市民と共に、よりよ
い図書環境をつくるため、市民と図書館との協働体制を構築する。

【生涯学習施設課】

公民館支援ボランティアの
活用

〇地域住民の活動拠点となる公民館において、住民参加型の公民館活動のより
一層の充実と発展を図るため、地域住民のボランティア意識を高揚させたり、
地域課題解決のための活動に参加・参画できたりする仕組みを構築する。

【生涯学習企画課】

【生涯学習企画課】

重点プロ
ジェクト

生涯学習に関する人材情報
の活用
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対　象

市民が

事業年度

7

事業年度

7

市民プール施設整備事業 〇市民プールを適切に維持管理することで、利用者サービスの向上につなげる
ため、施設及び設備の経年劣化等に伴う維持補修工事を行う。

主要事業名
【所管課】

事業概要

スポーツ推進審議会 〇スポーツ施設の整備・有効活用、スポーツ行事の実施・奨励に関することな
ど、スポーツの推進に関する基本方策の提言を行う。

社会体育行事開催事業
(長崎平和ハーフマラソン開

〇被爆80周年記念事業として、平和をテーマにした「長崎平和ハーフマラソ
ン」を開催する。

【スポーツ振興課】

社会体育行事開催事業 〇市民が気軽にスポーツに親しむことができる機会を提供するため、スポーツ
イベント（はじめようスポーツ体験教室、市民体育・レクリエーション祭、長
崎新春駅伝、各種スポーツ教室等）を開催する。【スポーツ振興課】

スポーツ推進委員によるス
ポーツ推進事業

基本施策 Ｇ３ スポーツ・レクリエーションの振興を図ります

2025年度にめざす姿

意　図

いつでも、どこでも、いつまでもスポーツ・レクリエーション
に親しんでいる。

個別施策 Ｇ３－１ スポーツ・レクリエーションをする場と機会の充実を図ります

重点プロ
ジェクト

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

市民が 日頃から、スポーツやレクリエーションに親しんでいる。

取組方針 1 各種競技団体等との連携

【スポーツ振興課】

体育施設整備事業 〇市営スポーツ施設の環境整備を図ることで、利用者サービスの向上につなげ
る。【スポーツ振興課】

【スポーツ振興課】

〇スポーツに関する情報を広く市民へ周知するため、ホームページ、広報なが
さき、ポスター、チラシ、ダイレクトメール等により情報を発信する。
〇スポーツ施設の利用促進や利用調整を図るため、公共施設案内・予約システ
ムにより施設の利用に係る情報を発信する。

【スポーツ振興課】

【スポーツ振興課】

長崎市スポーツ協会補助金 〇スポーツの普及・振興を図り、もって市民の体力向上と健康増進につなげる
ため、アマチュアスポーツの統括団体である（公財）長崎市スポーツ協会の事
業運営に関する費用の一部を補助する。【スポーツ振興課】

長崎市スポーツ少年団補助
金 〇青少年のスポーツ振興、地域社会におけるスポーツを通した青少年の健全育

成を図るため、長崎市スポーツ少年団の運営に要する経費の一部を補助する。

主要事業名
【所管課】

事業概要

小・中学校体育施設開放事
業 〇市民等がスポーツ・レクリエーション活動を行う場を提供するため、小・中

学校体育館・武道場・運動場等の開放を行う。
【スポーツ振興課】

学校プール開放事業 〇児童の体力の向上と健康増進に寄与するため、夏季休業中に学校プールを開
放する。

【スポーツ振興課】

インターネット等での情報
発信

【スポーツ振興課】

〇スポーツ推進委員を委嘱し、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡
調整及び住民に対するスポーツの実技を指導するほか、行政機関、スポーツ団
体等が実施するスポーツイベントの開催運営に協力する。【スポーツ振興課】

取組方針 2 スポーツ環境の整備

長崎商業高等学校体育施設
開放事業 〇市民等がスポーツ・レクリエーション活動を行う場を提供するため、長崎商

業高等学校の体育施設の開放を行う。

重点プロ
ジェクト
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事業年度

7

事業年度

7
主要事業名
【所管課】

事業概要

市民が
スポーツへの関心を高めるとともに、全国大会等において高
い競技力を発揮している。

主要事業名
【所管課】

事業概要

プロスポーツ応援事業
〇長崎市をホームタウンとするプロスポーツチーム、Ｖ・ファーレン長崎及び
長崎ヴェルカの応援機運を高めるとともに、「みるスポーツ」を通じてスポー
ツへの関心を高めるきっかけづくり等につなげるため、市内在住の小中学生親
子ペアの試合観戦を実施する。【スポーツ振興課】

個別施策 Ｇ３－２ スポーツをみる機会の創出と競技者の支援を図ります

【スポーツ振興課】

取組方針 1 スポーツを通じた地域活性化

意　図

〇全国大会等で優秀な成績を収めるため（公財）長崎市スポーツ協会加盟団体が行
う強化合同練習、遠征試合、優秀チーム・指導者招致など、ジュニア層の競技力向上
対策事業の経費の一部を補助する。

社会体育大会開催費補助金 〇本市のスポーツの競技力向上を図るとともに市民がスポーツに親しむ機会を提供す
るため、市内で体育大会を開催する団体に対して、その経費の一部を補助する。

【スポーツ振興課】

【スポーツ振興課】

競技力向上対策費補助金 〇国体種目に係る競技力向上及びスポーツ普及を図るため、（公財）長崎市スポーツ
協会加盟団体が行う競技力向上対策事業及びスポーツ普及指導事業の経費の一部
を補助する。【スポーツ振興課】

社会体育選手派遣費補助金

2025年度にめざす姿

ジュニアスポーツ競技力向上
対策費補助金

社会体育大会出場奨励金 〇小中学生及び高校生の競技力の向上等を図るため、国際・全国・九州・県下大会に
出場する選手に対し、奨励金を交付する。

経済再生

重点プロ
ジェクト

対　象

【スポーツ振興課】

〇本市のスポーツの普及発展に特に寄与したもの及びスポーツで優秀な成績を収め
たものを表彰するため、長崎市スポーツ表彰式を開催する。

子ども体験創出事業（長崎
スタジアムシティ関連） 〇長崎スタジアムシティと連携して新たな「子どもの体験」の場を創出し、多

様な学びに繋げていくための各種事業を行う。

【官民連携推進室】

取組方針 2 競技者の競技力の向上

経済再生

長崎県スポーツコミッショ
ン負担金

【スポーツ振興課】

〇社会体育の振興を図るため、国際・全国・九州・県下大会に出場する選手（一般）に
対し、大会出場に係る経費の一部を補助する。

〇本市においてスポーツコンベンションを開催する主催者及びスポーツ合宿を
実施するチーム・団体等に対し、長崎県スポーツコミッションを通じ補助金を
交付することで、スポーツの振興並びに地域の活性化を図る。

【スポーツ振興課】

スポーツ表彰

重点プロ
ジェクト
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対　象

市民が

事業年度

7

事業年度
7

文化施設整備事業
チトセピアホール

〇チトセピアホールを安全安心かつ安定的に運営し、市民の芸術文化活動や芸
術鑑賞などに必要となる快適な環境を提供するため、設備の経年劣化等に伴う
維持補修工事を行う。【文化振興課】

新文化施設整備事業

○芸術性や専門性の高い公演に対応でき、市民が利用しやすい新たな文化施設
を整備する。
○整備場所である市庁舎本館跡地及びその周辺は、賑わいの誘導を図るまちづ
くりを進める上で極めて重要な場所であることから、物価高騰といった環境の
変化に加え、地域活性化への効果や長崎市の財政負担軽減の観点から、文化施
設としての機能に限定することなく、今後、それ以外の機能をも付加した形で
の利用も視野に入れて、ＰＰＰ/ＰＦＩ等の官民連携の手法や仕組みにより民
間活力を導入することも含め、引き続き検討する。
　・令和元年度　　：基本構想策定完了
　・令和２～５年度：基本計画策定
　・令和４年度　　：測量、土質調査
　・令和４～６年度：管理運営計画策定業務委託
　・令和６年度　　：サウンディング型市場調査【文化振興課】

重点プロ
ジェクト

芸術文化体験教室開催事業
＜※再掲：Ｇ４-２＞ 〇若者の芸術文化活動に対する興味・関心を高め、裾野の拡大を図るため、若

者向け芸術文化体験教室を開催する。
【文化振興課】

【文化振興課】

〇令和７年度に本県で開催されるながさきピース文化祭2025（第40回国民文
化祭、第25回全国障害者芸術・文化祭）の準備を行い、実施する。

【ながさきピース文化祭推
進室】

事業概要

文化施設整備事業
長崎ブリックホール

〇長崎ブリックホールを安全安心かつ安定的に運営し、市民の芸術文化活動や
芸術鑑賞などに必要となる快適な環境を提供するため、設備の経年劣化等に伴
う維持補修工事を行う。

【文化振興課】
子ども芸術文化体験事業費
＜※再掲：Ｇ４-２＞ 〇子どもとその保護者を対象とした鑑賞事業やワークショップを実施すること

で、子どもの頃から芸術文化に親しみ、触れる機会を創出する。
【文化振興課】

文化施設整備事業
遠藤周作文学館 〇遠藤周作文学館を安全安心かつ安定的に運営し、来館者の観覧環境及び資料

の保存環境を整えるため、設備の経年劣化等に伴う維持補修工事を行う。

ながさきピース文化祭２０
２５長崎市実行委員会負担
金
＜※再掲：Ｇ４-２＞

主要事業名
【所管課】

基本施策 Ｇ４ 芸術文化あふれる暮らしを創出します

2025年度にめざす姿

意　図

芸術文化を楽しみ、心豊かに生活している。

個別施策 Ｇ４－１ 芸術文化に触れる機会を創出します

【文化振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

取組方針 2 新たな文化施設の整備に向けた検討

Ｎａｇａｓａｋｉまちなか
文化祭開催事業

〇市民の芸術文化活動の発表及び鑑賞の機会を提供し、まちなかの賑わいの創
出を図るため、まちなかを舞台に、音楽・舞踊・演劇・美術展等のイベントを
開催する。

2025年度にめざす姿

対　象 意　図

市民が 様々な芸術文化に身近に触れている。

取組方針 1 市民が身近に芸術文化に触れる機会の創出

市民参加型舞台公演等開催
事業
＜※再掲：Ｇ４-２＞

〇市民が身近に演劇に触れる機会の創出し、演劇への興味関心を高めるため、
講師が学校や地域などに直接出向いて行う演劇ワークショップや、市民が舞台
公演に参加する市民参加舞台を実施する。

重点プロ
ジェクト

音楽の魅力発信事業
＜※再掲：Ｇ４-２＞

〇市民が身近な場所で気軽に音楽を楽しめる機会を創出するため、中央及び地
元で活躍する演奏家を、学校やふれあいセンター等へ派遣して行うアウトリー
チコンサートや、ホールでのコンサート等を開催する。【文化振興課】

【文化振興課】
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7

7

取組方針 1 市民参加・普及啓発型事業の展開

対　象 意　図

市民が
2025年度にめざす姿

自主的な芸術文化活動を活発に行っている。

個別施策 Ｇ４－２ 市民の自主的な芸術文化活動の活性化を図ります

【文化振興課】

芸術文化活動助成事業 〇自主的な芸術文化活動の活性化を図るため、市内の文化団体が行う芸術文化
事業に対し助成金を交付する。

【文化振興課】

主要事業名
【所管課】

〇市民が身近に演劇に触れる機会の創出し、演劇への興味関心を高めるため、
講師が学校や地域などに直接出向いて行う演劇ワークショップや、市民が舞台
公演に参加する市民参加舞台を実施する。

音楽の魅力発信事業
＜※再掲：Ｇ４-１＞

〇市民が身近な場所で気軽に音楽を楽しめる機会を創出するため、中央及び地
元で活躍する演奏家を、学校やふれあいセンター等へ派遣して行うアウトリー
チコンサートや、ホールでのコンサート等を開催する。

【文化振興課】

芸術文化体験教室開催事業
＜※再掲：Ｇ４-１＞ 〇若者の芸術文化活動に対する興味・関心を高め、裾野の拡大を図るため、若

者向け芸術文化体験教室を開催する。

〇子どもとその保護者を対象とした鑑賞事業やワークショップを実施すること
で、子どもの頃から芸術文化に親しみ、触れる機会を創出する。

【文化振興課】

ながさきピース文化祭２０
２５長崎市実行委員会負担
金
＜※再掲：Ｇ４-１＞

〇令和７年度に本県で開催される第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸
術・文化祭（ながさきピース文化祭2025）の準備を行い、実施する。

【ながさきピース文化祭推
進室】

子ども芸術文化体験事業費
＜※再掲：Ｇ４-１＞

取組方針 2 市民の自主的な芸術文化活動を活性化する取組み

マダムバタフライフェス
ティバル開催費負担金

〇長崎の特色ある音楽に触れる機会を創出するため、長崎が物語の舞台となっ
ている世界的に著名なオペラ「蝶々夫人（マダム・バタフライ）」をテーマと
した音楽フェスティバルを開催する。

【文化振興課】

芸術文化大会等出場奨励事
業 〇小中学生及び高校生の芸術文化活動を支援するため、芸術文化分野の全国大

会等の出場者に対し、奨励金を交付する。
【文化振興課】

文化振興推進活動事業

〇専門的知識・経験をもつ芸術アドバイザーを委嘱し、助言や情報提供を受け
ることで、質の高い事業展開を図る。
〇ブリックホールサポーターを公募し、芸術文化事業をサポートしてもらうと
ともに、芸術文化に触れる機会を提供することで、芸術文化に携わる人材を育
成する。
〇市民が芸術文化に関する情報を入手し、参加しやすい環境を整えるため、芸
術文化専用ホームページ「ながさき文化のひろば」を開設、運営する。【文化振興課】

主要事業名
【所管課】

事業概要

市民参加型舞台公演等開催
事業
＜※再掲：Ｇ４-１＞

【文化振興課】

重点プロ
ジェクト

事業概要

重点プロ
ジェクト
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